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所　得　控　除 （申告書の「3 所得から差し引かれる金額に関する事項」及び「4 所得から
　差し引かれる金額」に記入）

所得控除の要件（内容）及び必要書類 控　　　　除　　　　額所得控除の種類

雑 損 控 除

医 療 費
控 除

※1又は2の選
　択適用とな
　ります。

次のいずれか多い金額
１（損失額－保険等により補てんされた額）－（総所
　　得金額等×１０％）
２　災害関連支出－５万円

支払った
医療費の総額

保険金等
補てん額

「１０万円」と
「総所得金額等×５％」の

少ない方の金額

1.医療費控除
　本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族の
　医療費を支払った場合（控除限度額200万円）
○医療費控除の明細書が必要

－ －

2.医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）
　一定の取組を行った上で本人又は生計を一にする
　配偶者やその他親族のスイッチＯＴＣ医薬品購入
　費を支払った場合（控除限度額88,000円）
○一定の取組を行った証明書及びセルフメディケー
　ション税制の明細書が必要

スイッチＯＴＣ
医薬品

購入費の総額

保険金等
補てん額

12,000円－ －

所　得　金　額

税額から差し引かれる金額

（申告書の「1 収入金額等」及び「2 所得金額」に記入）

住 所 ・ 氏 名
・ 住所・氏名・フリガナ・個人番号・生年月日・電話番号・世帯主の氏名・続柄

をすべて記入してください。
・ 住所・氏名等の申告書の印刷内容に変更があれば線を引いて訂正してください。

※ふるさと納税により、市・県民税から控除を受けるためには確定申告を行う必要
があります。（ただし、ワンストップ特例制度を受ける場合は、申告は不要です。）

所得の種類 内　　　　　容

内　　　　容控除項目

寄附金

備　　　考

備　　　　　考

営業等事

業

公

的

年

金

等

農 業

業 務

その他

不 動 産

利 子

配 当

給 与

総合譲渡

一 時

収入はカ
所得は⑥

収入はキ
所得は⑦

収入はク
所得は⑧

収入はケ
所得は⑨

寄附金の領収書を添付して
ください。

製造業・飲食業・サービス業・
医師・外交員・作家等

農産物の生産・家畜の飼育等

詳細についてはお尋ねください。

地代・家賃等

預貯金の利子等

株式の配当金等（出資配当）

〔給与所得の速算表〕

俸給・給料・賃金・賞与など
（パート・アルバイトを含む）

源泉徴収票のない人は、申告書
裏面の「６ 給与所得の内訳」の
欄に記入してください。

国民年金・厚生年金・共済年金など
※遺族年金・障害年金などは、非課税所得のため記入は不要です。

受給者の年齢

65歳未満の人
(昭和35年１月２日
 以後生まれ)

65歳以上の人
(昭和35年１月１日
 以前生まれ)

年齢不問

公的年金等に係る雑所得以外の
合計所得金額　1,000万円以下公的年金等の収入額の合計額（a）

〔公的年金等に係る雑所得の速算表〕小数点以下は切り捨て

個人年金保険・互助年金等上記
以外のもの

原稿料・講演料・太陽光発電に
よる売電収入等

車両・機械・営業権など、不動産、
株式等以外の資産の譲渡
保有期間５年以内 … 短期
　　　　５年超 …… 長期
生命保険の一時金・満期返戻金等

 
６００,００１円  ～

１,３００,０００円  ～

６００,０００円まで
１,２９９,９９９円
４,０９９,９９９円

0円
6 0 0 , 0 0 0円
2 7 5 , 0 0 0円

 ａ －
ａ × ０.７５ －

 
１,１００,００１円  ～
３,３００,０００円  ～

１,1００,０００円まで
３,２９９,９９９円
４,０９９,９９９円

４,１００,０００円  ～
７,７００,０００円  ～

７,６９９,９９９円
９,９９９,９９９円

0円
1 , 1 0 0 , 0 0 0円

2 7 5 , 0 0 0円
　　   ａ －

ａ × ０.７５ －

6 8 5 , 0 0 0円
１, 4 5 5 , 0 0 0円

  ａ × ０.８５ －
ａ × ０.９５ －

収入のない人の申告書の書き方

記　入　例

社会保険料
控 除

生命保険料
控 除

地震保険料
控 除

配 偶 者
控 除

・
配 偶 者
特 別 控 除

扶 養 控 除

基 礎 控 除

小規模企業
共済等掛金
控 除

支払額の合計額
※配偶者等の特別徴収（年金天引きにより納付した）
　分は除く

支払額の合計額

支払った保険料の１/２の額（最高限度額２５,０００円）

（支払った各保険料）
１２,０００円以下  ……………… 支払った保険料の金額
１２,００１円～３２,０００円  … 支払った保険料×１/２＋６,０００円
３２,００１円～５６,０００円  … 支払った保険料×１/４＋１４,０００円
５６,００１円～  ………………… 一律２８,０００円

（支払った各保険料）
１５,０００円以下  …………… 支払った保険料の金額
１５,００１円～４０,０００円 … 支払った保険料×１/２＋７,５００円
４０,００１円～７０,０００円 … 支払った保険料×１/４＋１７,５００円
７０,００１円～  ……………… 一律３５,０００円

（支払った旧長期損害保険料）
５,０００円以下  ……………… 支払った保険料の金額
５,００１円～１５,０００円 ……支払った保険料×１/２＋２,５００円
１５,００１円～ ………………… 一律１０,０００円

本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族の社会
保険料を支払った場合
○領収書・証明書等が必要（国民年金・国民年金基金は証明書）

新契約（平成２４年１月１日以後に締結した一般生命保
険料、個人年金保険料及び介護医療保険料）の場合

旧契約（平成２３年１２月３１日以前に締結した一般生命
保険料及び個人年金保険料）の場合

一般生命保険料と個人年金保険料に関して新契約と旧
契約の両方に加入している場合

新契約の控除額と旧契約の控除額の合計額（一般生命
保険料又は個人年金保険料それぞれ上限２８,０００円）

１と２それぞれの方法で計算した金額の合計額
（最高限度額２５,０００円）

１と２のどちらかの控除を選択

一般 〔平成 18年 1月 2日～平成 21年 1月 1日生まれの人
(16歳以上 19歳未満 )及び昭和 30年 1月 2日～平成 14年
1月 1日生まれの人 (23歳以上 70歳未満 )〕 … 33万円

特定〔平成 14年 1月 2日～平成 18年 1月 1日生まれの人
(19歳以上 23歳未満 )〕 … 45万円

老人〔昭和 30年 1月 1日以前に生まれた人 (70歳以上 )〕
… 38万円

１ 地震保険料に関する保険料のみの場合

３ 地震保険料と旧長期損害保険料がある場合

４ 一つの保険で地震保険料と旧長期損害保険料が備
　 わっている保険に加入

１６歳未満の扶養親族（控除対象外）
※上記の条件等は同じです。

右表のとおり

２ 平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害
　 保険契約の保険料（旧長期損害保険料）のみの場合

本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族の地震保険料を支払った場合
一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の合計適用限度額 ………… ７０,０００円

本人又は配偶者やその他の親族を受取人とする生命保険料を支払った場合

小規模企業共済掛金・確定拠出年金加入者掛金・
心身障害者扶養共済掛金等
○証明書等が必要

配偶者の前年の合計所得金額

納税義務者本人の前年の合計所得金額

勤 労 学 生
控 除

障 害 者
控 除

寡 婦 控 除

ひとり親控除

２６万円

２６万円

３０万円

普通障害… 一人につき２６万円
特別障害…
同居特別障害…

３０万円
５３万円(申告者と同居
している特別障害者等)

〃
〃

1.  申告書表面の「□令和6年中収入なし」にチェックを記入してください。
2.  申告書裏面の16「令和6年中に収入がなかった方の記載欄」の該当する　

　　　事項に、その状況を詳しく記入してください。
　　遺族年金・障害年金・老齢福祉年金等の非課税所得がある人は、該当す
　　る項目を○で囲み、収入金額を記入してください。

所得税が源泉徴収されたものは
原則として申告は不要です。

申告書裏面の「７ 事業・不動産
所得に関する事項」の欄に記入
し、収支内訳書を添付してくだ
さい。

所得控除の要件（内容）及び必要書類 控　　　　除　　　　額所得控除の種類

右表のとおり
※納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000
　万円を超える場合には、配偶者控除及び配偶者
　特別控除の適用を受けることができません。

（i）老人控除対象配偶者…昭和30年1月1日以前に
　　　　　　　　　　　　生まれた人（70歳以上）

配偶者
控 除

配偶者
特 別
控 除

900万円以下

48万円以下

 48万円超100万円以下
 100万円超105万円以下
 105万円超110万円以下
 110万円超115万円以下
 115万円超120万円以下
 120万円超125万円以下
 125万円超130万円以下
 130万円超133万円以下
 133万円超 

老人控除対象配偶者（i）

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

33万円
38万円
33万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
6万円
3万円

0円

22万円
26万円
22万円
21万円
18万円
14万円
11万円
8万円
4万円
2万円

0円

11万円
13万円
11万円
11万円
9万円
7万円
6万円
4万円
2万円
1万円

0円

合計所得金額 基礎控除額
 2,400万円以下

 2,500万円超

 2,400万円超～2,450万円以下
 2,450万円超～2,500万円以下

43万円
29万円
15万円
適用なし

給与等の収入金額の合計額（Ａ） 給与所得の金額

５５０,９９９円

５５１,０００円 ～ １,６１８,９９９円

１,６１９,０００円 ～ １,６１９,９９９円

１,６２０,０００円 ～ １,６２１,９９９円

１,６２２,０００円 ～ １,６２３,９９９円

１,６２４,０００円 ～ １,６２７,９９９円

１,６２８,０００円 ～ １,７９９,９９９円

１,８００,０００円 ～ ３,５９９,９９９円

３,６００,０００円 ～ ６,５９９,９９９円

６,６００,０００円 ～ ８,４９９,９９９円

0円

Ａ － 550,000円

1,069,000円

1,070,000円

1,072,000円

1,074,000円

Ａ × 0.9 － 1,100,000円

Ａ － 1,950,000円

Ｂ×2.4+100,000円

Ｂ×2.8－ 80,000円

Ｂ×3.2+440,000円

Ｂ:Ａを「４」で割っ
て千円未満の端数を
切り捨ててください。

まで

８,５００,０００円 以上

給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり、その金
額の合計額が10万円を超える場合、給与所得控除後の給与等の金額から控除されます。

（給与所得控除後の給与等の金額（上限10万円）+公的年金等に係る雑所得の金額
（上限10万円））－10万円

都道府県・市区町村、長野県共同募金会、日本赤十字
社長野県支部、長野県・諏訪市の条例で指定した団体等
に対して支出した寄附金

所得金額調整控除

控　　　　除　　　　額

雑

○証明書が必要

○証明書が必要

本人と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下
の扶養親族（配偶者及び事業専従者を除く）がある場合

○扶養控除の該当者の中で同居していない扶養親族がい
　る人は、申告書裏面の「13 別居の扶養親族等に関す
　る事項」の欄にも氏名・住所・個人番号を記入してく
　ださい。

○扶養の判断日は令和6年12月31日です。
同居老親等（老人扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系
尊属で、本人又は配偶者のいずれかと同居を常況としてい
る人） … 45万円

平成 21 年 1 月 2 日以後生まれの人は、扶養控除の対象に
なりませんが、市・県民税の非課税基準額算出などに必要
ですので、氏名等を記入してください。

本人又は前年の総所得金額等が48万円以下の生計を
一にする配偶者やその他の親族が災害又は盗難など
により損害を受けた場合
○領収書・り災証明書等が必要

前年の合計所得金額が 500 万円以下で、かつ住民票の続柄に「夫（未届）」
の記載がある人がいなく、以下の 1 又は 2 に該当する人
1　夫と死別し、又は離婚した後婚姻していない人や夫の生死が明らか
　 でない人で、扶養親族を有する人
2　夫と死別した後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人

現に婚姻をしていない人（未婚の場合も含む）、又は配偶者の生死が
明らかでない人で以下の要件を全て満たす人
1　前年の総所得金額等の合計額が 48 万円以下の生計を一にする  
　 子（他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者は除    
　 く）を有する
2　前年の合計所得金額が 500 万円以下
3　住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある人がいない

学生でかつ前年の合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所
得金額が１０万円以下の場合
○学生である証明書が必要

本人、同一生計配偶者又は扶養親族（１６歳未満の場合も含む）が障害
者の場合
※特別障害者…身体障害 1・2 級、知的障害 A1・A2、精神障害 1 級の人等

申告書裏面の「8 雑所得（公的年金等
以外）に関する事項」欄に記入し 
証明書等を添付

申告書裏面「10 総合譲渡・一時所得
の所得金額に関する事項」に記入し
証明書等を添付
※特別控除は最高50万円

6 6

7


